
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 
 

  



    
 

 

 

竹原市立地適正化計画 

目 次  

 

第１章  はじめに ........................................................ 1 

１－１ 背景・目的 ............................................................... 1 

１－２ 立地適正化計画とは ....................................................... 2 

１－３ 計画策定の体制 ........................................................... 5 

 

第２章  関連計画や他部局の施策等の整理 .................................. 7 

２－１ 上位・関連計画 ........................................................... 7 

 

第３章  都市の現状把握と将来見通しの分析 ............................... 15 

３－１ 各種基礎的データの収集と都市の現状把握 .................................. 15 

３－２ 人口の将来見通しに関する分析 ............................................ 34 

 

第４章  まちづくり方針の検討 ........................................... 56 

４－１ まちづくりの方針 ........................................................ 56 

 

第５章  居住誘導区域の設定 ............................................. 61 

５－１ 基本的な考え方 .......................................................... 61 

５－２ 竹原市における居住誘導区域の考え方 ...................................... 61 

５－３ 居住誘導区域の設定 ...................................................... 65 

５－４ 届出制度について ........................................................ 74 

 

第６章  都市機能誘導区域の設定 ......................................... 79 

６－１ 基本的な考え方 .......................................................... 79 

６－２ 竹原市における都市機能誘導区域の考え方 .................................. 79 

６－３ 都市機能誘導区域の設定 .................................................. 80 

 

 

 

 

 



 

 

第７章 誘導施設 ....................................................... 89 

７－１ 基本的な考え方 .......................................................... 89 

７－２ 誘導施設の設定 .......................................................... 90 

７－３ 届出制度について ........................................................ 95 

 

第８章 具体的な誘導施策 .............................................. 101 

８－１ 具体的な誘導施策 ....................................................... 101 

 

第９章   施策の達成状況に関する評価方法の検討 .......................... 105 

９－１ 施策の達成状況に関する評価方法 ......................................... 105 

９－２ 目標値の設定 ........................................................... 107 

 

参考資料  竹原市立地適正化計画策定経緯等 ............................. 参‐1 

１ 竹原市都市再生協議会及び検討部会設置 .................................. 参-1 

２ 計画策定の経緯 ........................................................ 参-6 

３ 用語集 ................................................................ 参-8 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 はじめに 





 
第１章 はじめに 

1 
 

 

第１章 はじめに 
 

１－１ 背景・目的 
 

本市は，平成２１年３月に上位計画である「第５次竹原市総合計画」を策定し，『住

みよさ実感 瀬戸内交流文化都市 たけはら』を将来像に掲げ，“竹原市の特色の継承・

創出・アピール”“交流・定住を進める条件整備”“地域経済の元気づくりと働く場の

確保”など，各種課題に対応した施策を地域協働のもと進めてきました。 

しかし，本格的な人口減少・少子高齢化社会の到来と郊外開発による市街地の拡散に

より，これまで一定の人口密度に支えられてきた医療・福祉・子育て支援・商業等の生

活サービス機能の低下，空き家・空き地の増加による生活環境の悪化，公共交通による

各種施設へのアクセス性の低下，老朽化した公共施設等の維持・更新に伴う財政負担の

増大等が大きな課題となっています。 

竹原市立地適正化計画は，このような背景と課題を踏まえ，本市の特性に応じた持続

可能な都市構造を構築し，誰もが安心して暮らせる快適な生活環境を実現するためには，

どこにどのような機能を配置，誘導すべきか等の取組むべき施策を示すものです。 

なお，本計画の策定に当たっては，「竹原市総合計画」のまちづくり方針との整合を

図りつつ，平成２８年１１月に策定された「第 3 次竹原市都市計画マスタープラン」と

一体的な計画として策定を行います。 
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１－２ 立地適正化計画とは 
 

１．計画対象区域 

国の方針では，立地適正化計画の区域は，都市全体を見渡す観点から，原則として都

市計画区域全域とすることが基本となります。本市においても，国の指針に基づき，都

市計画区域の全域を立地適正化計画の対象とします（下図参照）。 

 

 

 

 

２．計画期間  

立地適正化計画は，都市構造の再構築など，長期的なまちのあるべき姿を定めていく

計画であり，計画期間を 20 年間の平成 49 年度までとします。 

 

  計画期間 平成 30 年度（2018 年度）～ 平成 49 年度（2037 年度） 
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３．定めるべき事項 

立地適正化計画は，区域を記載するほか，基本的な方針，その他必要な事項を記載 

することとなっており，各事項に係る上位計画・関連計画との調整及び整合を図り， 

都市の現状や将来見通しなどを考慮し策定するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

《定めるべき事項（都市再生特別措置法第 81 条第 2 項）》 

 

１）住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化に関する基本的な方針 

２）都市の居住者の居住を誘導すべき区域（以下「居住誘導区域」という。）及び居住環境の向

上，公共交通の確保その他の当該居住誘導区域に都市の居住者の居住を誘導するために

市町村が講ずべき施策に関する事項 

３）都市機能増進施設の立地を誘導すべき区域（以下「都市機能誘導区域」という。）及び当該

都市機能誘導区域ごとにその立地を誘導すべき都市機能増進施設（以下「誘導施設」とい

う。）並びに必要な土地の確保，費用の補助その他の当該都市機能誘導区域に当該誘導施

設の立地を誘導するために市町村が講ずべき施策に関する事項 

４）都市機能誘導区域に誘導施設の立地を図るために必要な次に掲げる事業等に関する事項 

イ 誘導施設の整備に関する事業 

ロ イに掲げる事業の施行に関連して必要となる公共公益施設の整備に関する事業，土地区

画整理事業その他国土交通省令で定める事業 

ハ イ又はロに掲げる事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事務又は事業 

５）居住や都市機能誘導施設の立地を適正化するための施策又はその事業等の推進に関連し

て必要な事項 

６）その他，住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図るために必要な事項 

居住誘導区域 
○居住を誘導する区域 
○居住を誘導する市町村の施策 
 （例：まちなか居住への助成、公共交通の確保 等）    

都市機能誘導区域 
○誘導施設：医療、福祉、商業等の誘導したい機能 
○誘導施設を誘導する区域 
○誘導施設を誘導する市町村の施策 
 （例：公的不動産の提供や支援方針、関連施設整備 等）    

誘導施設等の整備内容 
○“都市再生整備計画”と同内容を記載 
※誘導施設と一体的な利用に供される施設、公共公益施設を含む    

区域外における一定規模以上の 
住宅開発の届出対象化  
市町村による必要な勧告、あっせん等   

区域外における

誘導施設の整備の届出対象化  
市町村による必要な勧告、あっせん等   

都市再生整備計画の強化 
・都市再構築戦略事業（交付金） 
・都市機能立地支援事業（民間補助）   

用途規制・容積率の緩和（都市計画） 
その他の特例・支援 
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４．計画のねらい 

次章以降で詳しく見ていくとおり，竹原市は現時点で人口減少局面が顕著な状態に

あり，空き家・空き地の増加による都市のスポンジ化などの傾向が顕著になりつつあ

ります。今後の人口動向や世代構成の変化，地域性などを改めて分析した上で，まち

づくりと公共交通を組み合わせて，市の将来像を作っていく立地適正化計画の策定プ

ロセスは，「俯瞰」と「展望」を具現化するプロセスであり，公共施設ゾーンの整備

を契機とした，行政サービス機能を核とする新たな市民生活の拠点を形成することに

より，公共公益施設や交通結節点機能などが複合的に配置された竹原市の核づくりを

すすめ，“完成”の“その先”を見通す設計図となることをめざして策定するもので

す。 

また，本計画は，竹原市における様々な分野の計画類を改めて俯瞰し，「コンパク

トシティ・プラス・ネットワーク」の視点から横断的につなぐ役割も担っています。

今後，これらの関連計画類を見直すさいに，本計画と整合を図ることにより，全市的

な課題とその解決の方向性を共通の土台として，各分野を掘り下げていくことが重要

であると考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 コンパクトシティのイメージ 
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１－３ 計画策定の体制 
 

１．計画の検討体制 

都市再生特別措置法では，市町村等は，立地適正化計画及びその実施に関し必要な協

議を行うため，市町村都市再生協議会を組織することができるとされています。（法第

117 条第 1 項） 

竹原市では，本計画の策定に向けて，有識者や業界関係者などで構成される竹原市都

市再生協議会，その下部組織として庁内関連課の課長級で構成される「竹原市都市再生

協議会検討部会」，係長級で構成される「竹原市都市再生協議会ワーキング会議」を設

置し，関係事業者及び庁内意見等の調整を図りながら計画の策定を進めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●計画検討組織とその役目 

組織 役目 

都市再生協議会 
有識者や各事業者及び市民代表等から市素案に対して意見や提案を行

い，計画案としてとりまとめる。 

検討部会 
ワーキング会議での素案について，各専門分野から意見や提案を行い，

市の素案としてとりまとめる。 

ワーキング会議 各専門分野から意見や提案を行い，担当レベルの素案としてとりまとめる。

 

  

※MP：マスタープラ

事務局 

都市整備課 

ワーキング会議 

（係長級） 

検討部会 

（課長級） 

案
づ
く
り 

都市再生協議会 

（計画検討の任意機関） 

都市計画審議会

（市長の諮問機関）

アドバイザー

国土交通省

広島県 

庁内検討体制 

意見を聞く 計画の検討 

関連(上位)計画 

都市計画ＭＰ等 

公表 
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２．策定の流れ 

本市の立地適正化計画は，都市計画マスタープランの改定に続き策定を行っています。

都市計画マスタープラン見直しの際に行われたワークショップの意見を反映させなが

ら，以下のスキームで計画の策定を進めました。 

 

都市計画マスタープラン・立地適正化計画策定のスキーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市計画審議会（市長の諮問機関） 

パブリックコメント（H28.6～7） 

都市再生協議会ワーキング会議 

（関係課係長級） 

都市再生協議会検討部会 

（関係課長級） 

都市再生協議会（計画検討の任意機関） 

学識経験者・商工会議所・公共交通事業者 

建築士会・宅地建物取引業協会・金融機関 

社会福祉協議会・市民代表 

立地適正化計画庁内検討体制（H28～）

パブリックコメント 

都市計画 MP 市民ワークショップ（H26～） 

都市計画 MP 計画検討部会・委員会（H27～）

地域別ワークショップ（４回） 

（竹原・吉名・大乗・忠海・北部） 

テーマ別ワークショップ（２回） 

テーマ１：地域の拠点づくり 

テーマ２：道路・公共交通 

都市計画 MP 策定委員会 

（学識・関係機関・市民・副市長） 

都市計画 MP 策定部会 

（副市長・庁内課長級） 

都市計画マスタープラン公表(H28.11) 

竹原市立地適正化計画の公表 

都市計画審議会 

素案作り

まちづくり意見交換会（市内５地区） 

アドバイザー 

●国土交通省 

中国地方整備局 

建政部 

都市・住宅整備課

●広島県土木建築局

都市計画課 


